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○申請・お問合せ先○　企画課（企画振興係）� 52‐2115

町内にマイホームを持たれる方を応援します。
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　町内にマイホーム建設を促進するとともに町外からの移住を推進し、定住者の拡大と地域振興を図ることを
目的に、住宅を新築等された場合に経費の一部を助成いたします。
　この制度は、平成10年度に開始し、これまでに48件・46，600千円の利用があり、持家促進に大きな効果が
ありました。この制度が平成19年度末で期限切れとなったため、平成20年度からは、これまで対象としてきま
した、新築・購入、増築、中古住宅の購入に加えて、建替えと中古住宅購入後の改修費も対象とした新制度と
して7月1日にスタートしました（本年4月1日に遡り適用）。

■対象となる住宅とは、居間、寝室、台所、玄関、水洗トイレ、浴室などを有し、自己の居住の
　用に供するもので、床面積は66�以上とし、鉄筋コンクリート製の布基礎に限ります。

■対象者は次の方です
　・町内に居住している方。
　・今後町内に移住しようとする方、又は、移住のため住民登録をした日から1年を経過していない方。
　・町内に自己所有の住宅を有している方が、自己の居住の用に供するため、購入、建替えおよび中古
　　住宅を購入する方（但し、現に所有する住宅を取り壊し、又は、住宅以外に転用することが条件です）。

■助成金の交付には制限があり、次の事柄に該当しますと助成は受けられません。
　・町税（町外の方は当該市町村が対象）および使用料その他歳入を滞納している方
　・申請者が偽りその他不正な手段により申請したとき
　・交付決定通知後、受給資格要件を喪失したとき　
　・過去に本町から持家住宅に関する助成金を受領した方

■申請の流れは次のとおりです
　①事業を着手する前に事業認定申請書を提出　　②町から認定通知書を受けた後、事業に着手
　③事業が完了した後、助成金交付申請書を提出　④町から助成金交付決定通知書を受ける
　⑤助成金を受領

「マイホーム建設促進条例」

助　　成　　金要　　　　　　　　　　件

新築費、購入費、建替費の10％
以内とし、100万円を限度とし
ます。（但し、助成金の内30万
円は南富良野町商工会商品券
で支給します）

住宅を新築すること新 築

建築後、１年以内で居住の用に供していない住宅を購入すること購 入

自己所有の住宅を有している方が、自己の居住の用に供するため
住宅を建替え、又は、購入すること 

建 替 え

増築費、購入費の10％以内とし、
30万円を限度とします。（但し、
助成金の内10万円は南富良野
町商工会商品券で支給します）

住宅の床面積を新たに16㎡以上建て増しすること増 築

自己の居住の用に供するため、住宅を第３者から購入すること中古住宅

加　　算　　金助　　成　　金　　の　　加　　算

20万円を加算します。（但し、
全額南富良野町商工会商品券
で支給します）

町外から永住の意思をもって本町に転入し、住民登録等をされ、
町内に３年以上継続して居住する見込みで、かつ、生活の本拠を
本町に置かれる方移 住 者

上記の該当者で、義務教育終了前の被扶養者と同居する場合

50万円を限度に加算します（但
し、15万円は南富良野町商工
会商品券で支給します）

中古住宅購入後の改修費の50％以内において助成金を加算しま
す（水洗トイレ、鉄筋コンクリート製布基礎に限ります）

改 修 費
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